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機能等証明書の作成について

１　機能等証明書は、納入しようとする納品物が入札仕様書に示す各項目を満たすことを証明
するものです。

２　機能等証明書の作成に当たっては、各仕様項目について、入札仕様書を満たしているかの証明欄に○又は×を記入し、必要に応じ導入する製品等に関する補足説明を行うとともに、各項目の内容を確認できる資料等（製品等の仕様書、カタログ等）を必ず添付して下さい。
　　また、機器の設置、設定、動作確認については、具体的な作業体制の資料（関係する事業所名、住所、人員数、作業内容、連絡体制図等）も提出してください。

『機能等証明書記入例』

　４．ハードウェア仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１／１）
	仕　様　項　目
	仕　　様　　内　　容
	証明
	資料番号

	１．端末機器：１台

	　　
	(1)形状
	① ビジネスモデル、デスクトップ型（省スペースタイプ）
	○
	１－１

	
	(2)ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
	① 17インチ以上（スクエアｏｒワイド）
ただし、縦１０２４ドット以上
② PCとの接続ケーブル付属
	○
	１－１

	
	(3)CPU
	① Core i3-12100以上
	○
	１－２

	
	(4)メインメモリ
	① 16GB以上（増設対応可）
	○
	１－１

	
	(5)記憶装置
	① 256GB以上（HDD又はSSD）
	○
	１－１



※上記 記入例を参考にして作成してください。

３　添付資料は、日本語（日本語以外の資料については、日本語訳を添付）、Ａ４版とし、各
項目ごとに｢資料№｣のインデックスを付して、紙ファイル等により綴じて提出してください。
また、添付資料の中で特に重要とされる箇所などは、マーカー、○囲み等によりわかりや
すく表示を行うようしてください。



４　機能等証明書の提出期限は、令和８年６月１９日（金）までです。提出された機能等証明書について、不備が認められたときは、受付をしない（郵送による提出の場合は、返送します。）場合がありますので、余裕をもって提出してください。

機能等証明書
会社名：●●会社
機能等証明書
ファイルに綴る
添付資料
（補足説明を行う資料等）
※ファイル等取りはずしの容易なもの
に綴るようにしてください。
1-2
1-1
2-1
2-2
※項目ごとにインデックスを付けて
｢資料No.｣を記載してください。
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機能等証明書

令和８年　　月　　日

鹿児島市長　殿



所在地
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　農地中間管理システム用業務端末（本局他８支局）リース契約に関し、下記のとおりの機器類を用い要求仕様を満たすことを証明します。
　なお、機器等証明書に示した以外の項目についても、機器仕様書の全ての事項を満たすことを証明します。


記

１　機能証明を必要とする機器
　(1) 農地台帳システム業務端末
	
	型名
	形式
	数量

	ノート型パソコン
	
	
	


　※機器の仕様の証明については、別紙のとおり


【別　紙】　

機器の仕様

ノート型パソコン９式

	ハードウェア

	(1)形状
	① ビジネスモデル、ノート型

	(2)ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
	① 15.6型（1366×768ドット）以上

	(3)CPU
	① Core i5-1335U以上

	(4)メインメモリ
	① 8GB以上

	(5)記憶装置
	① SSD　256GB以上

	(6)光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
	① DVD-ROM以上（内蔵）

	(7)LAN
	① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tﾎﾟｰﾄ×1以上内蔵

	(9)キーボード
	① 日本語キーボード、JIS標準配列、テンキー付き

	(10)マウス
	① USBマウス(光学式またはレーザー式)、マウスパッド付属

	(11)インターフェース
	① RJ45 LANコネクタ×1
② USB　Type-A×2以上

	(12)OS
	① Windows 11 Pro（バージョン25H2以降）

	(13)リカバリメディア
	① リカバリメディア添付

	ソフトウェア

	(1)ソフトライセンス
	① Windows Server 2025 - 1 DeviceCAL


	(2)Webブラウザ
	① Microsoft　Edg　最新バージョン

	(3)その他
	① Adobe　Acrobat　Reader　最新バージョン



2　数量　　9式
